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１．安全性に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の  

名 称 及 び 所 在 地  
収 去 場 所  

飼料又は  

飼料添加

物の区分  

飼料又は飼料添加物の名称 

製  造 

（輸入 ) 

年 月 

試 験 項 目 違反の内容  

（販売業者）  

山一商事株式会社 

埼玉県東松山市 

山一商事株式会社  

埼玉県東松山市  
牧草 スーダン    6.9 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

同上 同上 牧草 オーツヘイ  6.11 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

同上 同上 牧草 チモシー  6.10 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

株式会社アサヒコ 

埼玉県行田市 

株式会社アサヒコ  

行田工場 

埼玉県行田市  

単体飼料 乾燥おから  6.11 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

同上 同上 単体飼料 豆腐残さ  6.11 重金属－鉛、カドミウム、ひ素   

  (注)１．飼料又は飼料添加物の名称の欄中の「  ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示  

     飼料であることを示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２.栄養成分に関する検査 

製造事業場等の 

名 称 及 び 所 在 地 
収 去 場 所 飼 料 の 名 称 

製  造 

(輸入) 

年 月 

試 験 結 果 の 概 要 違反の内容 

（販売業者）  

山一商事株式会社 

埼玉県東松山市 

山一商事株式会社  

埼玉県東松山市  
スーダン   6.9 

栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 
 

同上 同上 オーツヘイ  6.11 
栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 
 

同上 同上 チモシー  6.10 
栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 
 

株式会社アサヒコ 

埼玉県行田市 

 

株式会社アサヒコ  

行田工場 

埼玉県行田市  

乾燥おから  6.11 

栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 
 

同上 同上 豆腐残さ  6.11 
栄養成分－粗蛋白、粗脂肪、カルシウム、りん、粗繊維、粗灰分 

 
 

 (注)１．飼料の名称の欄中の「 ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示飼料であるこ

とを示す。  


